
現金は絶対に送らず、
家族や警察に相談しましょう。

令和７年２月

宮城県警察本部
生活安全企画課

☎ 宮城県警察本部生活安全企画課０２２-２２１-７１７１（代表）
または県内各警察署生活安全課

【宅配便等】で
現金は送れません！

「宅配便等で現金を送れ」は

宅配便等で現金を送付させる
特殊詐欺が発生しています。

※ 郵便法第17条で、「現金を郵便物として差し出すときは、
書留の郵便物としなければならない。」と定められています。


